
 

 

第５次船橋市地域福祉計画策定支援業務委託事業者評価基準 

 

 

１ 趣旨 

この基準は、第５次船橋市地域福祉計画策定支援業務委託に関する提案のうち、最も

優秀な提案を行ったと認められる提案者を選定するための必要な事項を定める。 

 

２ 評価方法 

１）評価委員は各提案者の提案書、プレゼンテーション、ヒアリング、見積金額を基に、

別表の評価項目について評価し、評価点合計を算出する。 

２）評価委員ごとに評価点の大きい提案者の順に、１位に１点、２位に２点、３位に３

点（以下同様）を付与する。 

ただし、順位点が同じ提案者が複数となった場合には、当該順位及びその下位に当

たる順位点の合計を当該順位の提案者の数で除して得た値を順位点とする。 

３）提案者ごとに順位点を合計し、順位点の合計が小さいものを上位とする。 

    ただし、順位点の合計が同点となった場合には、１位を付けた評価委員の人数が多

い提案者を上位者とする。さらに順位点１位の数が同数である場合には、２位を付け

た評価委員が多い者を上位者とする。なお同数の場合は、順位点に置き換える前の評

価点の合計が高い者を、上位者とする。 

 

３ 各評価項目の得点の算定方法（見積金額を除く） 

各評価項目（別表参照）を５段階評価し、各評価項目の配点に得点割合を乗じて得た

数値を得点とする。 

なお、見積金額の評価方法については、別表記載のとおりとする。 

評定区分 
A.特に優れ

ている 

B.優れて 

いる 
C.普通 

D.やや劣っ

ている 

E.劣って 

いる 

得点割合 １００％ ８０％ ６０％ ４０％ ２０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別表）評価項目と配点 

No. 評価項目 評価基準 配点 

１ 提案の趣旨及び基本方針（様式４） 国の動向を踏まえて、市の特徴を的確に考慮した上で、提案全体が明確な

方針に基づき構成されているか 
１０点 

２ 今期計画の評価（様式５） 今期計画を適切に捉えた上で、次期計画策定に繋げることができるか ２０点 

３ 社会福祉法の趣旨等を踏まえた計画策定（様式６） 次期計画の策定にあたり論点となることが見込まれる事項を適切に捉え

ているか 
２５点 

４ 調査に関する企画・内容・総括方法等（様式７） 調査方法、分析方法によりニーズ、課題等が適切に把握できるような、調

査の提案がなされているか 
２５点 

５ 個人情報保護・管理に関する事項（様式８） 個人情報の取り扱いに関してガイドラインを策定しているか、適切かつ安

全に管理できる体制かどうか 
１０点 

６ 本業務を受託した場合の作業体制（様式９） 仕様書「５ 業務の体制」に記載されている要件を満たし、提案を実施す

るにあたり、組織や人員が充分な体制になっているか 
１５点 

７ 責任者経歴書（様式１０） 本業務の責任者として、適切な経歴があるかどうか、また、本業務に関連

したどのような計画に携わってきたか 

８ 本業務の具体的な事務の流れ（様式１１） 該当業務の実施に際して、具体的な手法が、業務を実施するにあたり妥当

なものであるか 
５点 

９ 見積金額 見積額が最も低かった提案者の評価点を、配点の満点(１０点)とする。 そ

の他の提案者の評価点は、見積額が安い順に配点の満点(１０点)から２点

を 減じた数値とする。以降の提案者の評価点は直前の事業者の評価点か

ら２点を減じた数値とする。配点が０点となった場合には以降提案者の配

点は０点とする。 

１０点 

 合計  １２０点 

 


